
○ 地方からの人口流出は、大学等進学時と大学等卒業後の最初の就職時という２つの時点において顕著。 

○ 特に大学等卒業後の地方定住を促進するためには、在学中から授業等を通じて地域との関わりを深める取組
や、大学等の卒業生が地方に定住して働く雇用を創出する必要があるが、必ずしも十分な成果に至っていない。 

１．人口減少克服に向けて解決すべき現状の課題 

➀ 地方公共団体と地元産業界が協力し、学生の奨学金返還を支援するための基金を造成 
・将来の地域産業の担い手として地方公共団体が指定する分野へ進学した学生に対し、文科省（(独)日本学生支援機構）が

無利子奨学金の優先枠（地方創生枠(仮称)）を設けるなど一定の優遇措置を実施 

・地元就職者等に対し、地方公共団体と地元産業界で造成する基金から奨学金返還の際に一定の給付を実施（基金造成に 
ついて特別交付税措置） 

➁ 地方公共団体と大学等が具体的な数値目標(※)を掲げた｢協定｣を締結し､連携して雇用創出･若者定着の取組を実施   

・総務省は地方公共団体の取組に対して特別交付税措置により支援 

・文部科学省は大学等の取組に対して補助事業により支援 

  ※ ●●大学卒業生の県内就職率 ○％アップ、共同研究に基づく新事業による雇用創出 ○人 など 
 

３．地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた取組の促進 

○ 地方の人口減少を克服していくため、地方公共団体と大学等が連携し、人口の東京一極集中が顕著となる上
記２時点に焦点を当て、学生が地域に残るための重点的な取組を進めることが必要。具体的には、各地方が実
情を踏まえた創意工夫を発揮しながら、以下の方向性に沿った対策を講じていくことが求められている。 
 

 
 

 
 
○ 同時に、地方への定住の流れを継続させるためには、大学等と地域の関わりを強化し、大学等が有する専門

知識を活かした産業振興・雇用創出等を図る対策を併せて実施することが必要。 

２．自律的・持続的な社会創生に向けて地方が取り組むべき対策の方向性 

≫ より多くの地方の若者が、地方大学等へ進学 
≫ 地方大学等を卒業したより多くの若者が、就職時に地元企業等を選択 
≫ 都市部の大学等に進学した若者も、就職時に地方へ環流 
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大学生等 

④要件を満たす者に対して奨学金  
 返還の全部又は一部を負担 

地元産業界 
一般の寄付等 

  

道府県等 
道府県等の基金への出捐額
に特別交付税措置 

総務省 

地方大学等への進学、地元企業への就職や、都市部の大学等から地方企業への就職を促進 

連 携 

独立行政法人 
日本学生 
支援機構 

文科省  
・当該特定分野の学位や資
格の取得 

・｢地方経済の牽引役となる
産業分野｣や｢戦略的に振興
する産業分野｣に係る地元
企業に就職 など 

※ 地方公共団体と地元産業
界が合意して設定 

出捐 出捐 

【標準的な基金規模※】 
年 間 支 援 対 象 者   ：100人 
1人あたりの奨学金(貸付)額：400万円 
⇒ 基金規模：４億円 

【事業イメージ】 

③奨学金返還 

  

対象者の要件  
①対象学生を推薦 

※既に基金を造成している都道府県の事例を参考に算出したもの。 
 実際の事業執行にあたっては、各地方公共団体が設定。 

②奨学金貸与                       を設定 
 

無利子の優先枠（地方創生枠） 
１都道府県あたり各年度上限100名 



地域の 
研究機関 

【文部科学省】 
大学の取組を補助事業（※）に
採択 
※  地（知）の拠点大学による 
  地方創生推進事業 等 

【総務省】 
地方公共団体の取組に対し特別
交付税措置 
 

地元 
産業界 

連携 

地域の 
金融機関 

地方公共団体 

事業イメージ 

支援 

協定（数値目標 の設定(※) ） 

大学等の取組 地方公共団体の取組 

【取組例１：入学時対策】 ICTやサテライトキャンパスを活用した都市部の大学との単位互換を通じた地元大学への入学促進 

地方大学進学者がその居住する地域において、都市部の大学の授業を
ICTやサテライトキャンパスを活用して受講・単位修得する機会を提供
（単位互換により在学している地方大学の単位として認定する） 

受講スペースの提供、通信費等増嵩経費の一部負担等を実施 

【取組例２：就職時対策】 地元企業と学生のマッチングによる地元企業との関わりの強化 

地元産業界と連携した、地元企業における長期インターンシップ等、
実践的な職業教育を実施（必須科目化・単位認定） 

大学や地元企業間の連絡調整、インターン先企業の開拓、インターン
シップ生の受入れ、地元産業界から大学への講師派遣支援等を実施 

【取組例３：産業振興】 地方大学、地方公共団体及び地元企業の共同研究による産業振興 

地元企業との連携により、地域のブランド産品・固有産業技術の開発、
地域産品の６次産業化、産品展開のための販路開拓やマーケティングの
研究等を実施 

地方公共団体設立の研究施設（例：産業技術センター）による共同研
究、研究開発委託、大学や地元企業間の連絡調整、販路開拓の支援（物
産展への出品等）、マーケティング支援等を実施 

 国公私立大学 

【取組例】 

支援 

※ ●●大学卒業生の県内就職率 ○％アップ、 
   共同研究に基づく新事業による雇用創出 ○人 など 

※  公立大学と連携する取組については、文部科学省の補助事業に採択されないものであっても、別途総務省が示す要綱
に基づく取組の場合は特別交付税措置 



１．趣旨 

奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱（概要） 

奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱について（平成27年4月10日付 自治財政局長通知（総財務第88号）） 

２．取組の概要 ※詳細は下記「３．対象」を踏まえて、各地方公共団体が決定するものとする。  

ア 地方公共団体と地元産業界が、地元産業界に必要となる人材に係る資格等を決定 
  その上で、地方公共団体が中心となり基金を設置 
イ 地方公共団体が、支援対象者となり得る学生を日本学生支援機構へ推薦 
ウ 日本学生支援機構が、当該学生に対して、優遇措置を講じたうえで貸付 
エ 当該学生が、地元企業に就職した場合に、当該基金から拠出して、奨学金返還の全部又は一部を免除 

３．対象 ※以下の（１）～（３）の要件の全てを満たすものに係る地方公共団体の経費について、財政措置を講じる。  

（１）支援対象者の要件 
 地方公共団体と地元産業界等が協議を行うなど、地域の実情に応じて、支援対象者の要件を決定。 

  （例）地方経済の牽引役となる産業や戦略的に振興する産業に関わる分野の学位や資格の取得 等 

（２）基金について 
  ア 地方公共団体や地元産業界等が出捐し基金を設置 
  イ 基金の設置場所（直営方式・財団方式等）は地方公共団体の判断 
  ウ 基金の形態は取り崩し型 
  エ （１）の要件を満たす支援対象者について、基金から拠出して、奨学金返還の全部又は一部を免除 

（３）地方版総合戦略について 
 本取組は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第９条及び第１０条に規定されている総合戦略
に位置付けられたものである必要がある。 

 地域に就職・定着し、かつ地域の中核企業等を担うリーダー的人材を確保するため、総務省と文部科学省で連携し、
奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進を図る。 



奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱について（平成27年4月10日付 自治財政局長通知（総財務第88号）） 

 奨学金を活用した大学生等の地方定着促進に係る特別交付税措置について 
 
（１）特別交付税措置の対象となる経費 

 設置された基金へ地方公共団体が出捐した額（基金造成のため、他の地方公共団体や地方公共団体以外の法人へ支出
した額を含む）を対象とする。 

 ただし、地方公共団体が、当該年度の基金への出捐総額の１／２以上を出捐している場合は、出捐総額の１／２の額
を対象とする。 

 また、日本学生支援機構の無利子奨学金以外の奨学金の返還に係る基金への出捐額も、特別交付税措置の対象とする。 

 なお、果実運用型基金へ支出した額は、対象とならない。 

 
（２）措置率 

 ０.５（ただし、住民基本台帳人口移動報告により２０～２４歳の人口が流入超過となっている都道府県《当該都道府
県内に位置する市区町村を含む。以下同じ。》については、措置率を０.３とするものであること。また、地方公共団体
の財政力に応じ、補正を講じるものであること。） 
 

（３）措置上限額 

 一団体あたり１億円を上限とする。（ただし、住民基本台帳人口移動報告により２０～２４歳の人口が流入超過と
なっている都道府県については６千万円とする。） 

 
 
 



１．趣旨 

地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着促進要綱（概要） 

地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着促進要綱について 
                                                    （平成27年4月10日付 自治財政局長通知（総財務第89号）） 

 大学進学時や就職時の学生に直接働きかけることや、卒業後に地方に定住して働くことのできる雇用を創出すること
が重要であることから、総務省と文部科学省で連携し、地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の取
組の積極的な推進を図る。 

２．取組の概要 
 地方公共団体と大学等が具体的な数値目標を掲げた｢協定｣を締結し､連携して行う雇用創出･若者定着の取組につい
て、地方公共団体が意欲的・積極的に実施できるよう、総務省と文部科学省が連携して必要な支援を行う。 

３．対象 ※以下の（１）～（４）の要件の全てを満たすものに係る地方公共団体の経費について、財政措置を講じる。  
（１）地方公共団体と大学等の間で協定を締結した取組であること 
 ア 大学等とは、大学、短期大学、高等専門学校をいう。 
 イ 協定とは、地方公共団体と大学等が取組を行うにあたり、合意を得た事項を定めた書面をいう。 
   → 具体的な数値目標、成果の検証等の記載が必要 

（２）雇用創出・若者定着に係る取組であること 
 進学時、在学時又は就職時の学生への直接的な働きかけ、定住して働くことのできる雇用を創出する取組であること。 

（３）大学等の取組が文部科学省の補助事業に採択されたものであること 
 文部科学省の補助事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」又は「大学教育再生加速プログラム」に採択
されたものであること。 

（４）地方版総合戦略について 
 地方公共団体の取組は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第９条及び第１０条に規定されて
いる総合戦略に位置付けられたものである必要がある。 

４．地方公共団体と公立大学等が連携して行う取組 
 地方公共団体と公立大学等が連携して行う取組については、「３．対象」にかかわらず、「３．対象」の（１）、
（２）及び（４）を満たす場合には、財政措置の対象とする。 



地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着促進要綱について 
                                                    （平成27年4月10日付 自治財政局長通知（総財務第89号）） 

地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着促進に係る特別交付税措置について 
 
（１）特別交付税措置の対象となる取組及び経費の例は以下のとおり 

大学等の取組 地方公共団体の取組 ※〔 〕内は想定される経費 

ICTやサテライトキャンパスを活用した都市部の大学との単位互換を通じた地元大学への入学促進 

地方大学進学者がその居住する地域において、都市部の大学の授業をICTやサテライト

キャンパスを活用して受講・単位修得する機会を提供（単位互換により在学している地方大
学の単位として認定する） 

・受講スペースの提供〔施設の借り上げ費〕 
・通信費等増嵩経費の一部負担〔通信費〕  等を実施 

地元企業と学生のマッチングによる地元企業との関わりの強化 
地元産業界と連携した、地元企業における長期インターンシップ等、実践的な職業教育を

実施（必須科目化・単位認定） 
・大学や地元企業間の連絡調整          〔関係者間の調整に係る旅費、資料作成費〕 
・インターン先企業の開拓              〔企業訪問に係る旅費〕 
・インターンシップ生の受入れ            〔インターンシップ生の旅費、宿泊費〕 
・地元産業界から大学への講師派遣支援      〔講師の派遣費〕           等を実施 

地方大学、地方公共団体及び地元企業の共同研究による産業振興 
地元企業との連携により、地域のブランド産品・固有産業技術の開発、地域産品の６次産

業化、産品展開のための販路開拓やマーケティングの研究等を実施 
・地方公共団体設立の研究施設（例：産業技術センター）による共同研究   〔共同研究経費〕 
・研究開発委託                     〔大学への研究費の支援〕 
・大学や地元企業間の連絡調整            〔関係者間の調整に係る旅費、資料作成費〕 
・販路開拓の支援（物産展への出品等）       〔旅費、広報費、会場借り上げ費〕 
・マーケティング支援                  〔マーケティングのための委託調査費〕 

                                                   等を実施 

（２）措置率 
 ０.８（ただし、地方公共団体の財政力に応じ、補正を講じるものであること。） 

 

（３）措置上限額 

 一団体あたり１,２００万円を上限とする。（ただし、地方公共団体と公立大学等が連携して行う取組については、
２,４００万円を上限とする。） 
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